
                                      

 

訂正とお詫び 
（令和 6年 3月 14日現在） 

 

【本試験モデル答練】のご受講をありがとうございます。 

 

さて，下記の箇所において誤記が判明いたしました。 

お手数とご迷惑をお掛けしますが，お手元のテキストを修正していただけますようよろしく 

お願いいたします。 

 

 

 

【実力養成１回目】  

 

頁

数 
場所 誤 正 

17 

第 17問

エ 

3行目 

Ｃは，Ａに対して抵当権の登記
の抹消を請求することができ
る。 

Ｃは，Ｂに対して抵当権の登記
の抹消を請求することができ
る。 

 

 


